
飯綱町おかえりリフォーム補助金交付要綱

（交付の目的）
第１条　この要綱は、従前に飯綱町に住所を有していた者のうち、自らが再び飯綱町内に移
住定住する目的で、現に父母等が居住する住宅をリフォームする者に対して、リフォーム
に要した経費の一部を予算の範囲内で補助することにより、高齢者世帯における介護者等
の確保と町外転出者に対する移住定住の促進を図ることを目的とする。
２　この要綱に基づく補助金（以下「補助金」という。）の交付手続等は、飯綱町補助金等
交付規則（平成17年飯綱町規則第27号）に定めるもののほか、この要綱に定めるところに
よる。
（定義）
第２条　この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによ
る。
(１)　住宅　飯綱町内において専ら人の居住の用に供する家屋で、自ら居住するためのも
のであり、自己又は第11条に定める実績報告時に同一世帯に属する者が所有する住宅で
あって現に補助金申請者の父母等が居住をしている住宅をいう。ただし、併用住宅に
あっては、居住部分の面積割合が２分の１以上とする。
(２)　定住　飯綱町の住民基本台帳に登録され、かつ、その生活基盤を町内に置き、前号
の住宅に飯綱町の町民として７年以上居住することをいう。
(３)　父母等　父母、兄弟及び祖父母をいう。
(４)　町内施工業者　飯綱町内に事業所を有する業者をいう。
（補助対象者）
第３条　補助金の交付対象となる者（以下「補助対象者」という。）は、次の各号の要件を
全て満たす者とする。
(１)　従前に飯綱町に住所を有していた者のうち、自らが再び飯綱町内に移住定住する目
的で、現に父母等が居住する住宅をリフォームする者であること。
(２)　町内に住所を有していない者又は第７条に定める交付申請時に町内に住所を有して
１年を経過しない者（ただし、町内賃貸住宅に居住していた期間は除く。）のうち、第
11条に定める実績報告時に当該補助住宅に住所を有する者であること。
(３)　町外に５年以上居住している者又は町内に住所を有する前に町外に５年以上居住し
ていた者であること。
(４)　補助対象者及び同一世帯に属する者（以下「補助対象者等」という。）に飯綱町が
賦課する税及び料金に滞納がないこと。
(５)　補助対象者等が飯綱町暴力団排除条例（平成23年飯綱町条例第21号）に規定する暴
力団若しくは暴力団員又は暴力団と密接な関係を有する者でないこと。
(６)　補助対象者等が過去に本要綱に基づく補助金の交付を受けていない者であること。
（補助対象事業）
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第４条　補助の対象となる事業は、第８条に定める決定年度内に完了するリフォームとす
る。
２　前項に規定する期日の基準となる日は、第11条に定める補助金実績報告書（以下「実績
報告書」という。）の提出の日とする。
３　契約の日から１年以上経過した事業については、補助金交付の対象としない。
（補助対象経費）
第５条　補助金の対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）は、住宅の機能向上の
ために行うリフォームに係る経費で、次の各号に掲げるとおりとする。
(１)　居住するために必要な居室、浴室、トイレ及び台所の増設又は改修、その他これら
に付属する備品類
(２)　壁、柱、床、はり及び屋根の改修
(３)　畳、ふすま、障子、窓ガラス及びサッシの交換
(４)　電気（昇圧）、上下水道設備の新設又は改修、給湯器の新設又は交換
(５)　その他適当と認められる経費
２　次の各号に掲げる経費については、補助金交付の対象としない。
(１)　合併浄化槽の設置、上下水道設備工事に係る受益者負担金及び加入金
(２)　新築、家電製品及び家具調度品類の購入
(３)　門、塀、庭園（庭木）、サンルーム、車庫、倉庫及び離れの新設又は改修、太陽光
発電設備の設置、その他物品の購入等居住に直接必要のない経費
(４)　既に飯綱町移住定住応援リフォーム補助金の助成を受けた住宅の改修に要する経費
（補助金の額）
第６条　補助金の額は、補助対象経費に２分の１を乗じて得た額（その額に千円未満の端数
が生じたときは、これを切り捨てた額）とする。ただし、補助金の限度額は町内施工業者
が施工をする場合は100万円、それ以外の場合は50万円とする。
（交付の申請）
第７条　補助金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、飯綱町おかえり
リフォーム補助金交付申請書（様式第１号）に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなけ
ればならない。
(１)　リフォーム予定箇所の間取り平面図
(２)　誓約書兼同意書（様式第２号）
(３)　リフォームの見積書
(４)　リフォーム予定箇所の写真
(５)　建物の登記事項証明書
(６)　戸籍謄本（申請者と現居住者の関係が証明できるもの）
(７)　その他町長が必要と認める書類
（交付の決定）
第８条　町長は、前条の規定による申請書の提出があった場合は、その内容を審査し、補助
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金を交付すべきものと認めたときは交付の決定を行い、飯綱町おかえりリフォーム補助金
交付決定通知書（様式第３号）により申請者に通知するものとする。
（事業の変更）
第９条　補助金の交付決定を受けた者（以下「交付決定者」という。）は、事業の内容を変
更をしようとするときは、遅滞なく飯綱町おかえりリフォーム補助金変更承認申請書（様
式第４号）を町長に提出し、その承認を受けなければならない。
２　町長は、前項の承認をする場合において、必要に応じ交付の決定の内容を変更すること
ができる。
３　町長は、前項の規定により交付の決定の内容を変更した場合は、飯綱町おかえりリ
フォーム補助金交付決定変更通知書（様式第５号）により交付決定者に通知するものとす
る。
（事業の中止又は廃止）
第10条　交付決定者は、事業を中止又は廃止しようとするときは、飯綱町おかえりリフォー
ム補助金事業中止（廃止）承認申請書（様式第６号）を町長に提出し、その承認を受けな
ければならない。
２　町長は、前項の規定により事業の中止又は廃止を承認した場合は、飯綱町おかえりリ
フォーム補助金事業中止（廃止）承認通知書（様式第７号）により交付決定者に通知する
ものとする。
（実績報告書）
第11条　交付決定者は、第８条に定める決定年度内にリフォームを完成させ定住を開始した
後、飯綱町おかえりリフォーム補助金実績報告書（様式第８号）に次に掲げる書類を添え
て町長に提出しなければならない。
(１)　リフォームの代金に係る領収書の写し
(２)　リフォーム箇所の写真（施工前後）
(３)　住民票の写し
(４)　その他町長が必要と認める書類
（補助金の額の確定）
第12条　町長は、前条の規定による実績報告書の提出があった場合は、その内容を審査し、
適正であると認めたときは交付すべき補助金の額を確定し、飯綱町おかえりリフォーム補
助金確定通知書（様式第９号）により交付決定者に通知するものとする。
（補助金の請求）
第13条　交付決定者は、前条の規定による通知があったときは、飯綱町おかえりリフォーム
補助金交付請求書（様式第10号）を町長に提出しなければならない。
（補助金の返還）
第14条　町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、既に交付した補助金の全部又は一
部の返還を求めることができる。ただし、やむを得ない特別の事由があると認めるとき
は、これを減額し、又は免除することができる。
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(１)　虚偽の申請その他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(２)　補助金の交付を受けた者が実績報告書の提出の日（以下「実績報告日」という。）
から７年未満で町外に転出又はその住宅を譲渡若しくは取り壊し等で居住しなくなった
とき。
(３)　前２号に掲げるもののほか、この要綱に違反する行為があったとき。
２　前項第２号の規定により補助金の返還を命じる金額は、実績報告日からの経過年数に応
じ次のとおりとする。
(１)　１年未満のときは、補助金の全額とする。
(２)　１年以上２年未満のときは、補助金の100分の85の額とする。
(３)　２年以上３年未満のときは、補助金の100分の70の額とする。
(４)　３年以上４年未満のときは、補助金の100分の55の額とする。
(５)　４年以上５年未満のときは、補助金の100分の40の額とする。
(６)　５年以上６年未満のときは、補助金の100分の25の額とする。
(７)　６年以上７年未満のときは、補助金の100分の10の額とする。
（補則）
第15条　この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

附　則
この告示は、公布の日から施行する。
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様式第１号（第７条関係）
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様式第２号（第７条関係）
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様式第３号（第８条関係）
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様式第４号（第９条関係）
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様式第５号（第９条関係）
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様式第６号（第10条関係）
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様式第７号（第10条関係）
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様式第８号（第11条関係）
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様式第９号（第12条関係）
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様式第10号（第13条関係）
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